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【手続補正書】
【提出日】平成24年10月2日(2012.10.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属顔料と、該金属顔料の表面に形成された非晶質酸化珪素膜層と、該非晶質酸化珪素
膜層の表面に形成された、酸化珪素以外の金属酸化物からなる金属酸化物層と、該金属酸
化物層の表面に形成された金属粒子と、を少なくとも含む着色金属顔料であって、
　前記金属粒子は、前記金属酸化物層の一部を直接被覆するように形成されており、
　前記金属酸化物層は、その表面に前記金属粒子が形成されていない部位を有し、
　前記部位は、前記金属粒子間の間隔に相当し、
　前記間隔は、０．１ｎｍ以上１０ｎｍ以下である、着色金属顔料。
【請求項２】
　前記金属酸化物層は、Ｍｇ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｚｒ、Ｔｉ、およびＣｅ
からなる群より選ばれる少なくとも１種の元素の酸化物を含む、請求項１記載の着色金属
顔料。
【請求項３】
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　前記金属粒子は、Ｃｕ、Ｎｉ、およびＡｇからなる群より選ばれる少なくとも１種の元
素を含む、請求項１または２に記載の着色金属顔料。
【請求項４】
　前記非晶質酸化珪素膜層は、その厚みが１０～５００ｎｍの範囲内であり、かつ、
　前記金属粒子は、その平均粒径が５０ｎｍ以下である、請求項１～３のいずれかに記載
の着色金属顔料。
【請求項５】
　請求項１記載の着色金属顔料の製造方法であって、
　金属顔料を分散させた親水性溶剤を主成分とする溶剤中で、有機珪素化合物を加水分解
して非晶質酸化珪素を金属顔料上に析出させることにより、金属顔料の表面に非晶質酸化
珪素膜層を形成する工程と、
　前記非晶質酸化珪素膜層の表面に、酸化珪素以外の金属酸化物からなる金属酸化物層を
析出させることにより金属酸化物層を形成する工程と、
　無電解めっき法により前記金属酸化物層の表面に金属粒子を形成する工程と、を少なく
とも含む、着色金属顔料の製造方法。
【請求項６】
　前記金属酸化物層は、Ｍｇ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｚｒ、Ｔｉ、およびＣｅ
からなる群より選ばれる少なくとも１種の元素の酸化物を含む、請求項５記載の着色金属
顔料の製造方法。
【請求項７】
　請求項１～４のいずれかに記載の着色金属顔料、または請求項５または６に記載の製造
方法により得られる着色金属顔料を少なくとも含有するコーティング組成物。
【請求項８】
　請求項１～４のいずれかに記載の着色金属顔料、または請求項５または６に記載の製造
方法により得られる着色金属顔料を少なくとも含有する化粧料。
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